
�振発 0510 ��号

平成 30 年�月 10 日

各��府県介�保�主���局��� 殿

厚生労働省�健局振"#��

�公 印 省 略��

「厚生労働大)が定める回数及び2問介�」の公布について

介�保�制度の=営につきましては、平EよりH々ご尽力をいただき、厚く御R申

し上げます。

本年Z月\日付けで、「厚生労働大)が定める回数及び2問介�」�平成 30年厚

生労働省告d� 218 号�が別添のとおり公布されました。

本告dは、指定居宅介�支援rの事業の人員及び=営にwする基準�平成 11年厚

生省令� 38号�� 13 条� 18号の\に基づき、「厚生労働大)が定める回数及び2

問介�」を定めたものであり、��は下�のとおりです。

平成 30 年 10 月�日からの円滑な施�に向けてご協力�きますよう、よろしくお�

い申し上げます。

��

���旨

2問介�における生活援助中心型サービスについては、�会保�審 会介�¡付

¢分¤会における ¥を¦まえ、利用ªの«¬支援・®度化°止や地域µ源の有効

活用rの¹点から、»常の利用状況からかけ¿れた利用回数となっているケアプラ

ンについて、市町村への届出をÌ務付け、そのケアプランについて、市町村が地域

ケア会 のÏ催rにより検Òを�うことしている。

これは、生活援助中心型サービスについては 必Õ以上のサービス提供を招きやす

い構Û的な#Ýがあるという指摘がある一方で、利用ªにおいて、様々な事情を抱

える場合もあることを¦まえて利用ªの«¬支援にとって、よりæいサービスとす

るため、ケアマネジャーのë点だけではなく、多íH協働による検Òを�い、必Õ

に応じて、ケアプランの内容の是正を促すものである。

なお、平成 30 年度介�報ö改定では、2問介�について、上�の取ùのほか、û

体介�に®点をýいて報öを引き上げるとともに、外�のリハビリ専�írと�携

した取りùみの	価、û体介�として�う«¬支援にµするような�守り援助の明

�化により、«¬支援・®度化°止にµするサービスの推�・	価をすることとし

ている。



��本告�の概�		

上�のケアプランの届出については、指定居宅介�支援!の事業の人員及び(営

に*する基準/平成 11年厚生省令8 38号<8 13条8 18 号の�において、介�支

援専@員は、居宅サービスE画に厚生労働大Jが定める回数以上のP問介�/厚生

労働大Jが定めるものにSる。<を位W付ける場合に、当]居宅サービスE画を市

町村に届け出ることとされている。

届出の対fとなるP問介�のhiは生活援助中心型サービスとし、届出の�否の

基準となる回数は、�介�度別の「全国平均利用回数y�標準偏差/�}~</※<」

を基準とする。�※�全国での利用回数の標準偏差に�を乗じた回数

具体的には、直�の�年�/平成 28 年 10 月�平成 29 年�月分<の�付実�/全

国<を基に、各月における�介�度別の「全国平均利用回数y�標準偏差/�}~<」

の回数を�出した上で、�介�度別に最大値となる月の回数を用いることとし、�

介�状態区分に応じてそれぞれ�月あたり以下の回数とする。

�介��	 �介��	 �介�¢	 �介�£	 �介�¤	

27 回 34 回 43回 38 回 31回

なお、本告�の§用期日は平成 30 年 10月�日である。
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